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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和４年４月５日（火）午前８時 52 分～午前９時 44 分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項１「狛江市まちづくり条例の一部を

改正する条例（案）骨子に対するパブリックコメント及び市民説明会の実施

について」の説明をお願いします。

部 長 ３月 23 日の庁議で各課へ依頼した骨子案について、内容の変更はありま

せん。この内容で骨子を確定とし、令和４年５月１日からパブリックコメン

トを実施します。パブリックコメント実施期間中は、YouTube の市公式動画

チャンネルにて説明動画を掲載し、５月 11 日に市民説明会を実施する予定

です。第３回定例会に上程、10 月に公布し、令和５年４月からの施行を目指

しています。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 狛江市第６次行財政改革推進計画ではデジタル化の推進のうち、５レスの

推進としてファクシミリの廃止を挙げています。今回のパブリックコメント

の意見提出ではファクシミリ受信も想定されていますが、そのあたりの整理

はできていますか。

部 長 ファクシミリによる意見提出は、狛江市の市民参加と市民協働の推進に関

する基本条例に規定されていますので、今後の条例改正の検討の中で整理し

ます。

市 長 他に意見等なければ、案のとおり決定します。

次に、報告事項１「令和４年４・５月の委員会等の予定及び令和４年第２

回定例会について」を報告してください。

部 長 ４月の閉会中の各常任委員会については、開催する予定はありません。ま

た、第２回定例会開催のため、５月 18 日に会派代表者会議、５月 20日に議

会運営委員会の開催を予定しています。第２回定例会の日程は、５月 26 日

を初日とし、一般質問は６月２、３、６、７日の４日間、総務文教常任委員



2

会は６月９日、社会常任委員会は６月 10 日、建設環境常任委員会は６月 13

日、いずれも午前９時から開会する予定です。最終日前の議会運営委員会を

６月 16 日に行い、最終日は 17 日を予定しています。

市 長 人事異動に伴う管理職の挨拶はいつ行いますか。

部 長 各常任委員会冒頭で行う予定です。

市 長 続いて、報告事項２「令和４年狛江市議会第２回定例会関係事務日程等に

ついて」を報告してください。

部 長 定例会提出予定議案締切を４月 12 日とし、その審議を 19 日の庁議におい

てお願いします。定例会議案原稿の締切を４月 28 日、行政報告、請願陳情

状況報告、一般質問措置状況及び一部事務組合会議結果報告の締切を５月６

日としています。

市 長 続いて、報告事項３「令和２年度財務書類について」を報告してください。

部 長 統一的な基準に基づき令和２年度狛江市財務書類を作成しました。例年、

一般会計と特別会計を合わせた全体財務書類を先行して 10 月に公表してい

ますが、今回はシステム更新のため、一部事務組合等を加えた連結財務書類

と一体で作成しました。レイアウトをリニューアルするとともに、多摩 26

市の類似団体等との比較も新たに掲載しました。８ページと９ ページを御

覧ください。一般会計等において、資産が前年度比約４億 2,000 万円、0.4％

の増、純資産が前年度比約８億 5,000 万円、1.0％の増、負債が前年度比約

４億 2,000 万円、1.8％の減となりました。なお、今回から下水道事業会計

が地方公営企業法の一部適用により連結対象となりましたので、全体会計が

大きく増加しています。14 ページ以降に行政コスト計算書を、19 ページ以

降に純資産変動計算書を、21 ページ以降に資金収支計算書を、24 ページ以

降に財務書類を活用した指標を掲載しています。庁議後、議会へ送付します。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 多摩 26 市の類似団体等との比較を掲載したとのことですが、担当部課と

して、財務状況をどのように分析していますか。

部 長 類似団体等との比較による詳細な分析は行っていない状況です。

市 長 財務書類を作成するだけではなく、分析の結果によっては今後の市の経営

に関することでもあるので、各部においても関心を持っていただき、担当部

課は分析をしておくようにしてください。

続いて、報告事項４「狛江市かわまちづくり計画の策定について」を報告

してください。

部 長 かわまちづくりとは、自治体、民間事業者、地元住民及び河川管理者とい

った多様な主体の連携のもと、河川空間とまち空間が融合した良好な水辺空

間の形成を目指す取組のことで、国土交通省では各主体によるかわまちづく
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り計画の策定や策定後のハード施策等に対する支援を行っています。多摩川

は狛江市における貴重な観光資源であり、天端は散歩やランニング及びサイ

クリング等、市民や来訪者に利用される憩いの場となっています。狛江市第

４次基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、これらの資源の魅力を最大

限に引き出すため、また、国とより連携しながら利活用を推進していくため、

「狛江市かわまちづくり計画」の策定に着手します。計画の対象地は、多摩

川のうち多摩水道橋から多摩川自由ひろば付近までを予定しています。計画

の検討期間は令和４年度から５年度末までの２年間です。狛江市多摩川利活

用等庁内検討委員会と狛江市かわまちづくり計画策定協議会で検討します。

委員会及び協議会の構成及び令和４年度のスケジュールは資料のとおりで

す。なお、未来戦略会議では、令和３年度から多摩川周辺の利活用による狛

江市の長期戦略に関する施策の検討を行っています。かわまちづくり計画は、

多摩水道橋から自由ひろばまでのエリアにおける空間づくりについて、未来

戦略会議の検討内容を活かし、事業者や住民等が参加する協議会において計

画を策定します。

市 長 その他ありますか。

部 長 危機管理監の役割についてです。令和４年４月１日付けで、狛江市組織規

則の一部を改正し、危機管理に関する事務を行うため、危機管理監を置くこ

ととし、退職自衛官の方を危機管理監として任期３年の期限付きで採用しま

した。執務場所は安心安全課です。危機管理監は、総務部付けの理事職で、

安心安全課の職務を分掌することとし、業務上は危機管理のみならず、安心

安全課業務の全般に関わり、各種訓練の計画や実施を主に担います。また、

災害発生時の位置付けについても整理し、狛江市災害対策本部条例施行規則

の一部を改正しました。災害発生時には、危機管理監は、副市長、教育長と

同様に副本部長として、災害対策本部の運営等を担います。具体的には本部

長である市長を補佐し、本部会議の進行、災対各部の調整・取りまとめを行

います。危機管理監には、これまでの知見や経験を活かし、市民の安心と安

全をさらに高めることを期待しています。

市 長 総務部として昭和 49 年の決壊現場や令和元年台風浸水地域を中心に市の

案内をするようにしてください。また各部から一定のレクチャーができるよ

うに日程調整を進めてください。

他にありますか。

部 長 令和４年度における公共施設への再生可能エネルギー100％由来の電力供

給についてです。令和４年度所信表明にもあるゼロカーボンシティ宣言を踏

まえ、公共施設から排出される温室効果ガスの削減への取組として、令和４

年度から全小中学校へ再生可能エネルギー100％由来の電力を導入していま
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す。供給事業者は、ゼロワットパワー株式会社で、４月１日から当該電力供

給事業者により電力供給を開始しています。

市 長 代替エネルギー利用や蓄電方法等の実証実験が各地で進んでいます。環境

部だけでなく、各部でもゼロカーボンシティに関するアンテナを高くし、情

報収集に努めてください。

他にありますか。

部 長 総合案内窓口の増員についてです。令和４年度から、事業者の提案により

総合案内窓口の人員を１名増員し、２名配置としています。新たな人員は、

これまでの役割に加えて、主体的に声掛けを行い、市民の方のお手伝いをす

るとともに、２階ロビーにとどまらず、各フロアからの依頼に基づき、車い

す利用者等の介助や手話による簡単なコミュニケーション等も可能です。複

数の依頼が重複した場合には、一度に対応できない場合もありますが、可能

な範囲でお手伝いいただくことが可能ですので、積極的に活用してください。

なお、時間は平日午前９時から午後４時までとなります。

市 長 他にありますか。

部 長 任期満了に伴う狛江市長選挙の日程等についてです。令和４年７月 21 日

の任期満了に伴う市長選挙について、２月 17 日に開催された選挙管理委員

会にて、告示日は６月 19 日、投開票日６月 26 日と決定されました。期日前

投票については、告示日の翌日の６月 20 日から 25 日までの午前８時 30 分

から午後８時までとなります。なお、欠員による狛江市議会議員補欠選挙も

同日同時刻に執行します。また、当日の投票所運営に関しては、後日改めて

職員の応援依頼をしますが、令和４年は７月 25 日の任期満了に伴う参議院

議員選挙も予定されており、期日が決定され次第こちらも依頼させていただ

きますので、この期間での休日出勤や行事等実施の際には配慮をお願いしま

す。２つの選挙の日程が非常に近くなることが予想されますので、協力をお

願いします。

市 長 投票所として使用する各公共施設等では、施設利用者に対しても周知をし

てください。

他にありますか。

部 長 第７回こまえ桜まつりの実施結果についてです。今回は市内の桜を巡るス

タンプラリー、春を感じる狛江の桜の写真を募集するハッシュタグ賞、桜の

ライトアップの３つのラインナップでの実施しました。スタンプラリーは、

実施期間を３月 19日から 27 日までとし、市内６箇所のスタンプ押印場所の

うち、３つ以上のスタンプを集めると賞品に応募ができるものとしました。

賞品は、当初予定していた会場型イベントで出店予定だった市内店舗や地域

団体の品を盛り込んだ、こまえ桜まつりギフトボックスです。応募数 1,980
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人の中から抽選で 200 人に対し、賞品を３月 29 日に発送しました。ハッシ

ュタグ賞は、募集期間を３月 19 日から 27 日までとし、春を感じる狛江の桜

の写真を Twitter 及び Instagram にて募集した結果、69 作品の投稿があり

ました。３月 29 日にこまえ桜まつり実行委員会にて選考会を行い、入賞作

品 10 作品を選出しました。入賞者には賞品として、こまえ桜まつりオリジ

ナルステンレスボトル及び mizu-Q PLUS（携帯型災害用浄水器）を３月 31 日

に発送しました。桜のライトアップは、午後６時から午後８時まで水神前付

近多摩川土手の桜をライトアップしました。期間は３月 19 日から 27日まで

を予定していましたが、桜の開花状況に合わせ、４月３日まで延長しました。

市長 ハッシュタグ等に関しては Instagram の利用者である若者等に対してア

プローチを考えていくことが必要です。事業のターゲット設定やそのターゲ

ットに合った戦略を考えて事業を進めることが職員の力にもなるため、戦略

的に事業を企画できる職員の育成に努めてください。

他にありますか。

部 長 第 42 回多摩川統一清掃の開催についてです。多摩川統一清掃は、狛江市

美化運動推進実行委員会及び狛江市が実施する事業で、令和２・３年度は新

型コロナウイルス感染症の影響により中止しましたが、今回３年ぶりに開催

することが実行委員会で決定しました。事業の実施日時は令和４年４月９日

午前９時から午前 10 時 30 分まで、荒天の場合は 16 日に延期します。新型

コロナウイルス感染症感染対策を目的として参加者の密集を防ぐため、受付

会場を例年の２箇所から３箇所に増やしています。また、全員が参加する開

会式や閉会式は今回実施しませんが、午前 10 時 10 分から市長及び実行委員

会会長である狛江市ボーイスカウト連絡協議会会長・京浜河川事務所総括地

域防災調整官による主催者挨拶を行う予定です。また、マスクの着用や出来

る限りの私語の自粛、周りの人との間隔を空ける等の周知、各所に消毒液を

設置する等の対策を実施します。

市 長 狛江市はゼロカーボンシティを宣言していることから、事業の目的として

従来の計画に沿った目的だけではなく、ゼロカーボンシティやＳＤＧｓにつ

いて戦略的な視点を踏まえた、新しい目的を考えることが必要とされます。

本日は新年度最初の庁議であることからも、３月の延長ではなく、気持ち

を切替えて新年度事業に当たってください。また、令和３年度事業は終了し

ていますが、執行漏れ等がないように確認し、支払については出納整理期間

中に余裕を持って行ってください。

他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、４月 12 日

午前９時 00 分から開催します。


